
〇印刷物に音声コードを貼付した場合、
当事者の方にそのことを触って認識してい
ただけるよう音声コードの側に半円形の
「切り欠き」（半円形の直径は6ｍｍ前後
が目安）を施すことが大切なルールとなっ
ています。

〇音声コードの基本位置は右下になります
ので、「切り欠き」の位置を基に表紙に
貼付されたコード（1 ページ）の位置を
特定することができます。

「耳で聴くハザードマップ」PRチラシ配布にあたってのお願い

チラシを配布する際、視覚に障がいのある方に音声コードの位置を認識して

いただくため、下図のとおり「切り欠き」加工を施すようお願いいたします

音声コードの基本ルール

〇通常は事務用の穴あけパンチで半円形に
切り欠き加工してもOKです。

〇大量に配布する場合は、印刷会社でも対応
できます。

●問い合わせ先
三重県防災対策部地域防災推進課
TEL:059-224-2184
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